
悪質商法への行政的手法の検討 

～違法収益剥奪や財産保全、被害回復 2023 年 6 月 13 日 

 後藤巻則（内閣府消費者委員会委員長、早稲田大学名誉教授） 

１ 多数消費者被害を生じさせた近年の悪質商法 

ジャパンライフ、WILL、VISION、ケフィア、ＭＲＩインターナショナルなど 

２ 共通する本質的な問題点 

①高配当・高利益をうたって、多数の消費者を強力に誘引し、多数の者から多額の出資

ないし投資を受けるものの 

②事業による利益が上がらずに、約束した配当ないし利益の提供ができない状態にな

ると、他の消費者から得た出資金から配当ないし利益の提供を行わざるを得ない状

況に陥り、そのために新たな出資者を集め  

③出資が増えるほど、配当ないし利益の提供をしなければならない金額が増えるため、

更に出資者を集めて被害が拡大するという悪循環に陥るという構造 

３ 現行の対応手法 

（１）民事的手法―消費者裁判手続特例法 

（２）行政的手法―消費者安全法、特定商取引法、預託法 

会社法における解散命令 

景品表示法における課徴金納付命令 

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 

（３）刑事的手法 

組織的犯罪処罰法における没収、追徴 

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律における被害回復給付

金支給制度 

振り込め詐欺救済法 

４ 制度的手当ての必要性 

（１）横断的・一元的な対応の必要性 

（２）新たな被害者の発生抑止 

（３）消費者の被害回復 

（４）行政の主体的・迅速な対応 

５ 制度の対象とすべき「破綻必至商法」 

①金銭の出資若しくは拠出又は物品又は権利の提供をすれば、事業の収益により一定

期間経過後に金銭その他の経済的利益の配当を行う旨を示して消費者を勧誘し 
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②多数の消費者に金銭出資等をさせ 

③事業が約束した配当等を賄うだけの実体を有していないため 

④新たな消費者を勧誘して金銭出資等をさせ、当該金銭出資等を原資として先行の出

資者への配当を行わざるを得ない事業スキーム  

６ 破綻必至商法を止めて被害を回復するための具体的方法策 

（１）破綻必至商法は市場から排除すべきであり、禁止されることを明確化する。 

 （２）破綻必至商法に該当する事業を停止するための行政処分の創設 

（３）行政庁による破産申立て権限の創設 

破綻必至商法で悪循環に陥っている事業者であれば、債務不履行はしていなくて

も、無理算段で支払っている状態で、支払い能力を欠くとして支払不能に該当する。 

破産法の目的との関係では、被害の拡大防止も破産手続の付随的な目的として位置

付けられるので、行政庁がこうしたことを行い、被害拡大防止のための申立てを行う

ことは破産法の目的と矛盾しない。 

破産手続開始決定後の手続（債権届出、配当金の受領など）の一部について、個別

消費者を代理することができる特定適格消費者団体を活用する可能性もある。 

（４）違法収益剥奪のための行政手法の創設 

破綻必至商法に該当する取引がなかった状態への原状回復を内容とする措置命令

と、行政型没収といった行政が強制的に取得する手法の制度の創設。 

繰り返しの違反行為を抑止するため、違法収益額に一定割合を乗じた加算金を課す

制度の創設。 

（５）会社法の解散命令の活用ないし行政庁による解散命令の創設 

会社法 824 条１項は、会社の存立が、公益を害する一定の場合に、裁判所が、法

務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命

ずることができる旨を定めている。申立要件は、次に掲げる場合において、公益を確

保するため会社の存立を許すことができないと認めるときである（同項各号）。 

①会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。 

②会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せ

ず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 

③業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定め

る会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をし

た場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお

継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 

官庁等の法務大臣に対する通知義務（826条） 

７ 上記６の方策の実効性を高めるための方策 

 以上
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【資料 1】具体的方策のイメージ（参考） 
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【資料 2】制度検討の主な経過 （主に消費者委ルール形成 WG 中間とりまとめから抜粋して作成） 

2009 年；消費者庁及び消費者委員会設置法附則第 6 項 

「政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に

関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済する

ための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。」 

2010 年；消費者庁 集団的消費者被害救済制度研究会報告書 

報告書では、①集合訴訟については、実体法に関する理論との整合性の観点も加味して、制度の詳

細について引き続き検討すべき、②行政による経済的不利益賦課制度及び保全制度に関しては、比

較法的検討、悪質商法事案、不当勧誘事案の抑止に関連する個別法上の行政処分の運用拡大や、

組織的犯罪処罰法の積極的運用のための方策も検討しつつ、引き続き検討していくこととされた。 

2011 年；消費者委員会 集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書 

報告書では、現行制度の基礎となる手続の大枠が示され、政府に対し、集団的消費者被害救済制度

の創設のために必要な立法措置を早急に講ずるべきとした。 

2011 年；消費者庁「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討

チーム」取りまとめ 

取りまとめでは、不当な収益をはく奪するものである経済的不利益賦課制度(課徴金制度等)は、具体

的な個別法を前提に引き続き検討を行うことが適当であり、財産の隠匿・散逸の防止としての機能が

期待できる消費者庁による破産手続開始申立てについても、引き続き検討を行うことが適当であり、

以上のような各論点に応じた専門性を有する有識者等からなる研究会を開催し、引き続き議論を深め

ていくと結論付けられた。 

2013 年；消費者庁「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」取りまとめ 

「消費者被害の状況や、現行法令の執行の状況を十分に踏まえ、具体的な法律上の手当を念頭に

置いて、必要な分野についての制度設計の検討がなされるべきである。本研究会における検討の成

果を踏まえて、消費者被害の防止及び救済並びに消費者の自主的かつ合理的な選択の確保といっ

た目的を達成するためのより有効な手法は何か、また、課題の解決によって実現が可能な手法は何

かなど、消費者庁において、更なる検討が真摯に行われることが求められる」 

2013 年；消費者裁判手続特例法成立 

2014 年；景品表示法への課徴金制度の導入 

2015 年；第 3 次消費者基本計画 

「加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の

不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について、消費者裁判手続特例法に基づく被

害回復制度及び景品表示法の課徴金制度の運用の状況を踏まえつつ、幅広い検討を加える。」 

2022 年；消費者裁判手続特例法改正（附帯決議） 

「悪質商法による被害に遭った消費者の被害回復には、集団的消費者被害回復制度のみでは不十

分であることから、特定適格消費者団体又は行政庁による破産申立て及び行政庁が加害者の財産を

保全し違法収益をはく奪する制度などを含め、改正法の運用を踏まえ必要な検討を行うこと。」 
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【資料 3】多数消費者被害の状況（消費者委ルール形成 WG 中間とりまとめ概要版から切り抜き） 
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